
8 IT's VALWAY SPRING 2005

が肝要でしょう。

１．基礎概念
①個人情報

「『個人情報』とは、生存する個人に関

する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるも

の……をいう」（2条1項）。企業の雇用

管理情報も個人情報であるし、職員録

などで公にされている情報も個人情報

です。

②個人情報データベース等・個人データ

個人情報をコンピュータに入力すれば

「個人データ」となり、紙ベースのもの

であっても、目次、索引をつけ検索を容

易にする体系的なものとなれば「個人

データ」になります。「個人データ」の集

積を個人情報データベース等と呼びま

す（2条2項）。

③個人情報取扱事業者

「個人情報データベース等」を事業の

用に供している者が、個人情報取扱事

業者です。「個人情報取扱事業者」（2

条3項）になると、法第4章以下の規制

に服することになります。ただし、一定

以上の量の個人データを取り扱わない

者（過去6ヶ月内で5000件を超えたこと

がない）や一定の利用方法（家庭での

私的利用等）は適用除外となります。な

お、事業は営利･非営利は問いません。

④保有個人データ

「保有個人データ」は、開示等、本人

（情報主体）の関与の対象となる「個

人データ」を限定する概念です（2条5

項）。

2．個人情報取扱事業者の義務
個人情報取扱事業者となると、個人情

報を取り扱う上での具体的な義務が課さ

れます。義務の内容は大きく2つに分ける

ことができます。1つは、個人情報を最初

に取得・収集したときの目的が、個人情報

のライフサイクル（収集・取得⇒利用⇒保

管・廃棄）において付いてまわるという目

的拘束の原理から生じる制限であり、他の

1つは安全管理（セキュリティ）に係るもの

です。

①目的による制限

目的拘束は、（ｉ）利用目的の特定（15

条）、（ｉｉ）利用目的による制限（16条）、

（ｉｉｉ）個人情報を取得した場合の利用

目的の通知又は公表義務（18条）、（ｉ

ｖ）同意なき第三者提供の禁止（23

条）となって現れています。

（ｉｖ）の第三者提供の制限と同意の関

係について、（ア）同意がなくとも正当

と認められる場合（23条1項、法令に基

づく届出など）、（イ）個人情報の第三

者提供自体を目的としている事業者の

「個人情報を大切にする企業」として
市場や消費者から選ばれるために

個人情報の保護に関する法律（以下

「個人情報保護法」）が、いよいよ2005年

4月1日から全面的に施行されました。巷に

は、個人情報保護関係の実務書が溢れ、

メディアでは連日のように個人情報の漏え

い事件・事故が報道されています。なぜ個

人情報保護法か、そのポイントは何か、企

業はどうすればいいのか、要点を絞って説

明を試みようと思います。

IT化が進展し、情報のデジタル化・ネッ

トワーク化が進むと、大量・瞬時の個人情

報の利用が可能になり、便利さと個人の

権利利益の侵害の危険とが背中合わせの

社会が出現しました。個人情報保護法は、

このようなIT社会への対応の必要性から

生まれたといってよいと思います。

この法律を考えるポイントの一つは、「個

人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権

利利益を保護する」（1条）という目的規定

にあります。バランスの問題であるという点

個人情報に対するなんらかの対策を講じなければならない―
その必要性と、自社の顧客情報をはじめ、個人情報を取り扱うことの重要性や
負うべき責任の重さを認識している企業は少なくない。
しかし、具体的に“どのようなスタンスで臨めばいいのか”を
見極めきれないでいる企業も、また多いのである。
そこで、個人情報保護法とは何かを、より法律的な見地から客観的に
筑波大学大学院教授で法学博士の藤原静雄先生に解説していただいた。
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http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/
gaiyou/index.html

藤原　静雄 Shizuo Fujiwara

筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授　博士（法学）。
現在、内閣府情報公開審査会委員、国民生活審議会個
人情報部会委員（部会長代理）。前個人情報保護法制化
専門委員会委員、前行政機関等個人情報保護法制研究
会委員など、各省庁のガイドライン策定のための委員会の
座長などを務める。「情報公開法制」「逐条 個人情報保護
法（弘文堂、全訂第２版・近刊）」など、情報法関係の著
書も多数。
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場合（同条2項、住宅地図業者など）、

（ウ）そもそも提供の相手方を「第三者」

とみない場合（同条4項、他の企業へ

の委託など）という形で例外が定められ

ています。

②安全管理措置

昨今メディアで報じられている個人情報

保護の問題の多くはセキュリティに係る

ものですが、個人情報取扱事業者に

は、安全管理措置を講ずる義務（20

条）が課せられると同時に、その従業員

及び委託先に対する監督を行うことも義

務付けられています（21条、22条）。従

業者の監督に関して、この場合の従業

者は、正規の職員のみならず、派遣、

パート等、雇用形態の如何を問いませ

ん。委託先の監督について、法が「必

要かつ適切な監督」を求めている（22

条）のは、委託先が、第三者に該当し

ないとの扱いを受けるからです。具体的

には、委託先との間で、委託元である

個人情報取扱事業者が求める安全管

理措置（20条の内容）を、契約内容に

盛り込むとともに、その内容が遵守され

ているか確認する必要があるわけです。

この場合、委託先がこの法律に違反し

たために本人に損害が生じた場合には、

事業者自身の責任が問われ得るという

ことに留意する必要があります。

3．本人の関与
現代的なプライバシーの権利は自己情

報コントロール権と呼ばれますが、この法

律も、本人の求めに応じて、①開示（25

条）、②訂正等（26条）、③利用停止等を

行うことを義務付けることによって、実質

的に自己情報コントロール権を認めたのと

ほぼ同様の結果になっています（義務の

対象となる個人情報は「保有個人データ」

のみ）。なお、権利行使の前提として、法

は「保有個人データ」について、利用目

的等を本人の知り得る状態に置くことを義

務付けています（24条）。

４．実効性の確保
この法律は、紛争解決を含めて民間部

門の自主性を尊重するものですが（9条）、

訴訟だけではなく、個人情報取扱事業者

自身による苦情処理（31条）や認定個人

情報保護団体制度を重視しています。後

者については、関係団体の努力やプライ

バシーマーク制度（Pマーク。個人情報保

護の分野におけるマル適マークと理解でき

る）の活用などが望まれるところでしょう。

なお、個人情報保護法も、行政が関与す

る必要があれば主務大臣が関与します（勧

告、命令等）が、罰則については、原則

として、行政の処分に違反した場合には

じめて刑罰が課せられるという仕組みにな

っています（56条）。間接罰であって、個

人情報保護法上の義務違反に対して直ち

に罰則が課せられる直接罰ではないという

点に特色があると言えるでしょう。

①プライバシーポリシーの策定は当然です

が、今後は、利用目的（個人情報保護

法は、利用目的を世の中に明らかにす

るようにと言っているが、どのようなもの

とするかは事業者に委ねている）の中

味も問われる時代がくると思われます。

②セキュリティについても、リスクマネジメ

ントの観点から、個人情報の種類（リ

スク）、ライフサイクルに従って、人、物

（設備）、組織、技術の各面からの点検

をしておく必要があります。Ｐマーク取得

はその一助となると思われます。

個人情報保護の問題は、法が定着して

くれば、環境保護の問題と同じように、企

業の差別化戦略になり得るという点にも留

意すべきでしょう。「環境にやさしい」企業

と同様に、「個人情報を大切にする」企業

を消費者が選ぶ時代が目前に迫っている

のではないでしょうか。

特集 [個人情報保護法 ]

Profile

「個人情報の保護に関する法律
の概要」について

個人情報の保護に関する法律の条文
は、「首相官邸」サイト上から、PDFで
全文をダウンロードすることができます。
下記のURLにアクセスしてご覧下さい。

参考サイト

『個人情報保護法の解説』
改訂版

園部　逸夫　編／藤原　静雄・個人情報
保護法制研究会　著
定価3,500円（税込み）

2005年4月の全面施行に対
応した最新版。施行令・基
本方針の内容について詳細
な内容が解説されている。
立法担当者による逐条解説
書として注目される。
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